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申
告
準
備
は
お
早
め
に
！　

市
県
民
税
の
申
告　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
　
申
告
期
間　

２
月
1
日
㈫
～
３
月
15
日
㈫　
【
確
定
申
告
は
２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫
※
】

■
申
告
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個

人
番
号
カ
ー
ド
）、
ま
た
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
「
通
知
カ
ー
ド
」

と
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
健
康
保
険
証
、
在
留

カ
ー
ド
な
ど
）

◎
所
得
の
計
算
に
必
要
な
も
の

・�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者
は
源

泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
書
な
ど

・�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得

者
は
売
上
経
費
月
別
明
細
表
、

収
入
・
必
要
経
費
が
分
か
る

帳
簿
や
書
類
な
ど

◎
所
得
控
除
に
必
要
な
も
の

・
令
和
３
年
中
に
支
払
っ
た
国

民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
生

命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な

ど
の
証
明
書

・�

令
和
３
年
12
月
31
日
以
前
に

交
付
を
受
け
た
障
害
者
手
帳

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

・
寄
付
金
受
領
証
明
書
な
ど

■
事
業
主
の
方
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は
、

１
月
31
日
㈪
ま
で（
締
切
厳
守
）

　

令
和
３
年
中
に
給
与
、
賃
金
、

賞
与
な
ど
の
支
払
い
を
し
た
人
の

■
申
告
す
る
所
得
の
対
象
期
間

　

令
和
３
年
１
月
１
日
～

　

令
和
３
年
12
月
31
日

■
申
告
が
必
要
な
人

　

令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、

別
府
市
に
住
所
を
有
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①�

収
入
が
な
か
っ
た
人
（
学
生
、

休
職
中
、
預
貯
金
で
生
活
な

ど
）

※�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
親
族

の
扶
養
控
除
の
対
象
で
あ
れ

ば
申
告
不
要

②�

非
課
税
収
入
（
雇
用
保
険
、

児
童
扶
養
手
当
、
労
災
保
険
、

老
齢
福
祉
年
金
）
の
み
だ
っ

た
人

③�

初
め
て
非
課
税
収
入
（
遺
族

年
金
、
障
害
年
金
）
を
申
告

す
る
人

④�

給
与
、
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
や
そ
の
他
20
万
円
以
下
の

所
得
が
あ
る
人

※�

公
的
年
金
等
の
収
入
が
400
万

円
以
下
で
公
的
年
金
等
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
場

合
、
所
得
税
の
申
告
は
不
要

で
す
が
、
各
種
控
除
を
追
加

申
告
す
る
場
合
は
市
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

⑤�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者

で
、
こ
れ
以
外
に
所
得
が

あ
っ
た
人

⑥�

給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年

金
等
支
払
報
告
書
が
市
に
提

出
さ
れ
て
い
な
い
人

⑦�
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当
、

雑
（
公
的
年
金
等
以
外
）、�

一

時
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

※�

確
定
申
告
（
所
得
税
）
を
す

る
人
は
、
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
合
計
所
得
一
千
万
円
超
で
確

定
申
告
が
必
要
で
な
い
人
に

つ
い
て
、
市
県
民
税
申
告
で
同

一
生
計
配
偶
者
の
追
加
申
告

を
し
な
い
と
、
配
偶
者
が
未
申

告
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

確
定
申
告
Ａ
様
式
の
受
付
を
市
役
所

で
行
う
期
間
で
す
。
確
定
申
告
Ｂ
様

式
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
初
年
度
の
人

は
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

令和４年度の税制改正
�・住宅ローン控除の控除期間 13 年の特例が延
　長され、一定の期間に契約した場合、令和４
　年末までの入居者が対象となります。

・保育を主とする国や自治体からの子育てに係
　る助成等が非課税となります。

・上場株式等の配当所得等について、市県民税
の源泉分離課税 ( 申告不要 ) を選択する場合、
確定申告のみで完結できるようになります。

※詳細は市ホームページなどでご確認ください。

　

申
告
は
、
市
県
民
税
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
、
公
営
住
宅
の
家
賃
、
認
可
保
育
園
の
保
育
料
な
ど
を
算
定
す
る
基
礎
と
な
る
ほ
か
、
所
得
証

明
書
な
ど
を
発
行
す
る
際
の
資
料
と
な
る
大
切
な
手
続
で
す
。
必
要
書
類
を
ご
準
備
い
た
だ
き
、
期

間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

  

問　

市
民
税
課　

普
通
徴
収
係　
☎

（21）
１
１
１
９

■
申
告
の
受
付
日
時
・
場
所

市
役
所
で
の
申
告　

９
時
～
16
時

出
張
申
告　

９
時
～
15
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

※�

期
間
中
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
窓
口

が
混
み
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
の
受
付
場
所

期　間

２月１日（火）～３月 15 日（火）

２月２日（水）

２月３日（木）、４日（金）

２月８日（火）

２月９日（水）、10 日（木）

場　所

レセプションホール（１階）
※ GF 市民税課では受付しません。

南部地区公民館

朝日大平山地区公民館

サザンクロス

北部コミュニティーセンターあすなろ館

市
役
所

出
張
申
告

※市役所本庁のみ申告会場の待ち状況を市ホームページで確認できます。

市役所本庁申告
会場待ち状況は
こちらから▼

中
で
、
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、

別
府
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人

の
給
与
支
払
報
告
書
を
２
部
作
成

し
、
１
月
31
日
㈪
ま
で
に
市
民
税

課
特
別
徴
収
係
34
番
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

給
与
支
払
報
告
書
等
に
は
法

人
番
号
や
個
人
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が
必
要

で
す
。
記
載
漏
れ
の
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

※
提
出
時
必
要
な
総
括
表
な
ど

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問　

市
民
税
課
特
別
徴
収
係

　
　

☎
（21）
１
１
１
９
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農
地
農
業
相
談

日
時　

１
月
20
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～

　
　
　

15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利��

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
１
月
12
日
㈬
ま
で
に
電
話
で�

　

左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

募集科名　竹工芸科（定員 12 人）
訓練期間　２年間（入校日は令和４年４月７日（木））
応募資格　39 歳以下の人（令和４年４月１日現在）
応募期限　１月 31 日（月）
選��考��日　２月 13 日（日）
受��講��料　無料（入校時に作業着などの実費必要）
※詳細は下記へお問い合わせください。
問　大分県立竹工芸訓練センター（東荘園３丁目）
　　☎２３－３６０９

訓練生募集大分県立竹工芸訓練センター

祝
日
の
ご
み
収
集

　

１
月
10
日
㈪
㈷
は
、
対
象
地

区
の
ご
み
の
収
集
を
行
い
ま
す
。

８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ
た

場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　

収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
必
ず

確
認
の
う
え
お
出
し
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

指
定
ご
み
袋
取
扱
店

登
録
更
新
受
付

受
付
期
間　

１
月
４
日
㈫
～

　
　
　
　
　

２
月
28
日
㈪

登
録
期
間　
令
和
４
年
４
月
１
日

～
令
和
７
年
３
月
31
日（
３
年
間
）

申
込
条
件

①
市
内
に
店
舗
を
有
す
る
小
売

　

業
者
ま
た
は
自
治
会
な
ど
の

　

地
域
団
体

②
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

③
そ
の
他
、
市
が
指
示
す
る
事

　

項
を
順
守
す
る
こ
と

申
込
方
法　
申
出
書
に
必
要
書
類

を
添
え
て
郵
送
ま
た
は
生
活
環

境
課
窓
口
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
申
出
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申

問　

生
活
環
境
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
４

所得税の確定申告でお困りのときは
“ふたば”にご相談ください
　所得税の確定申告に関する疑問は、
国税庁ホームページ税務相談チャット
ボットの「税務職員ふたば」にご相談
ください。
　お問い合わせ内容をメニューから選
択するか、文字を入力すると、人工知
能（ＡＩ）が自動でお答えします。
※土日・夜間でも利用できます。
※詳しくは、国税庁ホームページ 
  「チャットボット（ふたば）に質問 
     する」）をご覧ください。
HP　https://www.nta.go.jp/taxes/ 

          shiraberu/chatbot/ index.htm
問　別府税務署　
        ☎２３－２１１１
     （自動音声案内）

空
き
家
相
談（
要
予
約
）

　　

空
き
家
の
管
理
、
利
活
用
、

解
体
な
ど
の
疑
問
点
を
土
地
家

屋
調
査
士
・
宅
地
建
物
取
引

士
・
建
築
士
・
行
政
書
士
が
、

空
き
家
所
有
者
の
相
談
を
お
聞

き
し
ま
す
。
小
さ
な
問
題
、
大

き
な
問
題
、
あ
な
た
の
空
き
家

の
悩
み
を
一
緒
に
解
決
し
ま
せ

ん
か
。

日
時　

１
月
22
日
㈯

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場�

所　

市
役
所
１
階　

　
　
　

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

申
込
方
法　

電
話
、
メ
ー
ル
、

　
　
　
　
　

左
記
窓
口
で
予
約

申

問　

都
市
計
画
課

　
　
　

☎
（21）
２
５
７
０

� cip-co@
city.beppu.lg.jp

ひ
と
ま
も
り
・

ま
ち
ま
も
り
懇
談
会

　

地
域
の
皆
さ
ん
と
市
長
の

「
ひ
と
ま
も
り
・
ま
ち
ま
も
り

懇
談
会
」
を
市
内
各
地
域
で
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

１
月
の
開
催
日
程

①
南
部
地
域
（
南
・
浜
脇
）

日
時　

１
月
12
日
㈬　

19
時
～

場
所　

南
小
学
校
体
育
館

　
　
　
（
浜
脇
３
丁
目
）

②
朝
日
大
平
山
地
域（
朝
日
・
大
平
山
）

日
時　

１
月
18
日
㈫　

19
時
～

場
所　

朝
日
小
学
校
体
育
館

　
　
　
（
火
売
）

問����

自
治
連
携
課

　
　

☎
（21）
１
１
２
５

◀
こ
ち
ら

別府年金事務所からのお知らせ
■20歳になったら国民年金
　国民年金は年をとったとき、病気や事故で障がいが
残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働い
ている世代皆で支えようという考えで作られた仕組み
です。国民年金は、20歳以上60歳未満の人は加入する
ことが義務付けられており、20歳になると日本年金機
構から国民年金加入のお知らせが届きます。
※加入と同時に国民年金保険料の納付義務が生じます。
※令和３年度の１か月分の保険料は、16,610円です。
　保険料を納めることが経済的に困難なときは、前年
の所得が一定の額を超えない場合に、保険料免除・納
付猶予制度（学生は納付特例制度が優先）が申請によ
り適用されます。
※相談・手続は、保険年金課年金係または別府年金事
　務所へお問い合わせください。

　問　別府年金事務所　　☎２２－５１１１
　問　保険年金課年金係　☎２１－１２８６
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工事・コンサルタント 物品など 施設管理業務など

（１）建設業者
（２）建設コンサルタント等業者

物品の買入れ、製造請負
（工事請負以外）、リース・

レンタル、その他サービ
スなど

設備運転、ビル清掃、警備、
貯水槽清掃、消防設備保
守、害虫などの駆除、空
気環境測定、一般廃棄物
処理など

【（１）建設業者】
　令和４年５月下旬～令和６年３月 31 日（約２年間）
【（２）建設コンサルタント等業者】

　令和４年５月下旬～令和５年３月 31 日（約１年間）
※令和３年度に登録済みの建設コンサルタント等業者は、資

格有効期間が令和５年３月 31 日までのため、業種の追加
等がなければ申請をする必要はありませんが、市内に本店
がある建設コンサルタント等業者は、市税納税（完税）証明
書等を提出する必要がありますのでご注意ください。

令和４年４月１日～令和６年３月 31 日（２年間）

【共通】
➀大分県が今年度に行う競争入札参加資格申請を行っている 

こと、または大分県の令和４年度の競争入札参加資格を有
していること。

➁市税を完納していること（別府市内に本店がある事業者のみ）。
➂その他指定する資格要件を満たしていること。
【（１）建設業者】

➀建設業法の規定により令和４年２月１日現在において、国
土交通大臣または各都道府県知事の許可を受けている者

➁令和２年 10 月１日から令和３年９月 30 日までの間を審
査基準日とする総合評定値通知を国土交通大臣または各都
道府県知事から受けている者

【（２）建設コンサルタント等業者】
➀令和４年２月１日現在において、営業を開始している者

➀法令上、許可などを必要とする業種の場合は、
　それらの許可などを得た者であること。
➁店舗または事業所を有し、令和４年１月１日現在、
　同一業種で引き続き２年以上健全な経営を継続し　
　ていること。
➂市税及び消費税を完納していること。
➃その他指定する資格要件を満たしていること。

競争入札参加資格審査申請書など
契約検査課建設管理係　☎２１－１２６４

競争入札（見積）参加資
格申請書など
契約検査課用度係
☎２１－１２６５

競争入札参加資格審査申
請書、経営事項審査表、
技術者名簿など
総務課管財係
☎２１－１１１８

※郵送で提出する場合は、84 円切手を貼付した返信用封筒（長３）を同封してください。
　（注）工事・コンサルタントは受付票の返信を希望する場合のみ

諸用紙は各担当課窓口のほかに市ホームページでダウンロードもできます。　　  https://www.city.beppu.oita.jp/
トップページ→「産業」→「入札・契約」→「競争入札参加資格（業者登録）」→ 各項目

HP

業
種

資
格
有
効
期
間

申
請
条
件

提
出
書
類
・
提
出
先

令和４年度�別府市入札参加資格申請の受付令和４年度�別府市入札参加資格申請の受付
　令和４・５年度に別府市が発注する工事・物品購入・施設管理などの入札参加業者の資格審査申請の受付を行います。

提出期間　２月１日（火）～ 28 日（月）※ 郵送は２月 28 日（月）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※いずれの申請も、提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合は市役所の宿直へ。
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その他の入札参加資格申請の受付その他の入札参加資格申請の受付
　「上下水道局が発注する下記の物品購入・業務委託」、「広域圏事務組合」には別府市とは別途に申請が必要です。

提出期間　２月１日（火）～ 28 日（月）※ 郵送は２月 28 日（月）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合、上下水道局は上下水道局の宿直へ、広域圏事務組合は市役所の宿直へ。

　   幼稚園の入園手続はお済みですか
【入園対象】
平成28年４月２日～平成29年４月１日
※東山幼稚園は平成28年４月２日～平成31年４月１日　
　までに生まれ、別府市に住民登録している幼児
申 問　各校区の小学校に併設された幼稚園
　　　（印鑑をお持ちください。）

       小学校・中学校 新入学のご案内
【入学対象】
■新小学１年生

　平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ

■新中学１年生

　平成21年４月２日～平成22年４月１日生まれ

　※いずれも別府市に住民登録をしている子ども

【受付場所】入学通知書で指定した学校

　※対象者宛てに入学通知書を１月中に郵送します。通
　　知書が届かない場合は下記へお問い合わせください。

【受付日】入学式の日

　※入学式までに住所などに異動があった場合は、市民
　　課で住民異動届の写しを受け取り、入学通知書と一
　    緒に下記までお持ちください。
問　学校教育課（市役所５階）　☎２１－１５７４

 ４月からの交通安全指導員募集
　

募集校区　南小、南立石小、石垣小、鶴見小、朝日小、大平山小
指導時間　授業日の７時30分～８時30分（約１時間）
応募締切　１月21日（金）   謝礼　10万円（年額）　
問　生活環境課　☎２１－１１３４

別府
市立

別府
市立

上下水道局
別杵速見地域広域市町村圏事務組合

業務委託 物品など

業
種

・水道料金等徴収業務
   （水道メーター検針、料金収納など）

・漏水調査業務
・上下水道施設維持管理業務
・その他上下水道事業に関連する
　業務 （水道配水池清掃業務・下水
　道清掃業務など）

　上下水道局が発注する
　下記の物品購入など

分類　上下水道用材
内容　水道メーター、弁栓
　　　類、漏水防止機器、　
　　　ろ過材料、その他上
　　　下水道用機械器具

物品、施設管理、建設工事、コンサルタント

【申請条件】
別府市の入札参加申請条件に準じる

資
格
有
効
期
間

令和４年４月１日～令和５年３月 31 日（１年間）

【コンサルタント】
令和４年４月１日～令和５年３月 31 日（１年間）
【コンサルタント以外】

令和４年４月１日～令和６年３月 31 日（２年間）
※令和３年度に登録済みのコンサルタント業者は今回の

申請は不要です。ただし圏域内に事業所のあるコンサ
ルタント業者は、市税納税（完納）証明書等（提出期間
内発行のものに限る）を提出する必要があります。

提
出
書
類
等

提出書類及び提出方法などの詳細については、１月４日（火）から各々の窓口や下記の公式ホームページでダウンロードできます。

　上下水道局総務課契約資産係（上下水道局２階）   
　☎ ２３－３１０８
　 HP http://www.city.beppu.oita.jp/suido/

     別杵速見地域広域市町村圏事務組合
　（別府市役所４階）☎２１－１１２６
　 HP https://www.bekkihayami-oita.jp/

　新入生をはじめとした子どもたちが安
全に登校するため、小学校付近の交差点
で指導・見守りをお願いします。経験・
性別は問いません。「子どもを事故から
守りたい」という、熱意がある人の応募
をお待ちしています。

４月からの交通安全指導員募集
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国
民
健
康
保
険
証

の
発
送

■
70
歳
に
な
る
人

　

国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
27
年
１
月

２
日
～
昭
和
28
年
２
月
１
日
生

ま
れ
）
へ
、
令
和
４
年
７
月
末

日
ま
で
の
高
齢
受
給
者
証
一
体

型
保
険
証
を
１
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

問����

保
険
年
金
課�

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

令
和
４
年
版

市
民
手
帳
を
販
売

　

市
役
所
５
階

統
計
分
室
で

販
売
し
て
い
ま
す
。

　

県
内
の
行
政
機

関
名
簿
や
、
統
計

情
報
な
ど
も
満
載
で
す
。

　

ま
た
、
特
集
記
事
は
県
内
の

「
絶
景
・
イ
ン
ス
タ
映
え
ポ
イ

ン
ト
」
で
す
。
是
非
、
皆
さ
ん

の
日
々
の
生
活
に
お
役
立
て
く

だ
さ
い
。

サ
イ
ズ　

15
㎝
×
９
㎝

販
売
価
格　

700
円（
税
込
）

※
表
紙
の
色
は
濃
緑
で
す
。

申
問　

政
策
企
画
課
統
計
分
室

　
　
　

☎
（21）
１
２
５
４

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料

納
付
証
明
書
の
送
付

　

令
和
３
年
中
に
納
め
た
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
納

付
証
明
書
を
１
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

　

納
付
証
明
書
は
、
令
和
３
年

分
確
定
申
告
と
、
令
和
４
年
度

市
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控

除
（
納
め
た
全
額
が
対
象
）
を

受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
。
こ

の
納
付
証
明
書
は
、
普
通
徴
収

で
納
め
た
分
の
み
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
特
別
徴
収
（
年
金
か

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

　

「
日
中
、
仕
事

な
ど
で
納
付
や
手

続
に
行
け
な
い
」

な
ど
で
お
困
り
の

人
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
保
険
税
・
保
険
料
の

納
付
や
納
付
相
談
、
加
入
や
脱

退
の
手
続
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付

け
ま
す
。

日
時　

１
月
11
日
㈫
、
27
日
㈭

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

ら
の
引
落
し
）
で
納
め
た
分
の

納
付
証
明
書
は
、
年
金
支
払
者

か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分
は
、

年
金
支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収
票

が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
納
付
証

明
書
が
必
要
な
人
は
、
各
担
当

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　

国
民
健
康
保
険
税
・

　
　

�
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　

保
険
年
金
課　

　

���

☎
（21）
１
１
４
８

　
　

介
護
保
険
料

　
　

介
護
保
険
課

　
　

☎
（21）
１
４
６
３

 募集 市会計年度任用職員
勤務場所 えとう動物病院別府ドッグラン

業務内容 ドッグランでの受付等業務

任用期間 令和４年４月１日～令和５年３月 31 日
（再度任用あり、条件付）

勤務時間
日７時間 45 分勤務
（月 16 日）

日５時間 45 分勤務
（月 20 日程度）

※土日祝日の勤務あり

給与等

月額 126,400 円 月額 123,087 円
今後の給与改定等の状況によって支給
額が変更になる場合あり。年次有給休
暇あり。社会保険・雇用保険適用

期末手当

６月期�：月額× 0.725 月
12 月期：月額× 0.725 月
市の規定に基づき該当する場合に支給
対象期間中の勤務月数等により調整あり。

通勤手当 市の規定に基づき該当する場合に支給

応募資格
平成 16 年４月１日までに生まれた人。
地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当
しないこと。

採用人数 ２人程度 １人程度

選考方法 書類選考及び面接

申込期限 令和４年１月 21 日（金）
郵送の場合は１月 21 日（消印有効）

面接日・場所 令和４年２月６日（日）の予定・別府市役所

申込方法 履歴書（顔写真付）を下記申込先へ提出

申込・問合先 公園緑地課　☎２１－１２８５

財
政
状
況
の
公
表

別
杵
速
見
広
域
圏

事
務
組
合

　

令
和
３
年
度
上
半
期
の
財
政

状
況
及
び
令
和
２
年
度
決
算
状

況
を
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
て
い
ま
す
。

　
　

https://w
w
w.

　
　

bekkihayam
i-oita.jp/

問　
別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村

　

圏
事
務
組
合��

☎
（21）
１
１
２
６

普
通
救
命
講
習

日
時　

１
月
16
日
㈰

　
　
　

９
時
～
12
時

場
所　

消
防
本
部
４
階

　
　
　

第
１
会
議
室

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

　

取
扱
い
要
領
、
止
血
法
な
ど

定
員　

15
人
（
先
着
順
）

※
左
記
へ
電
話
で
申
込
み

※
当
分
の
間
市
内

　

居
住
ま
た
は
市

　

内
事
業
所
な
ど

　

で
お
勤
め
の
人

　

に
制
限
し
ま
す
。

※
受
講
の
際
は
、
感
染
症
対
策

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
４

HP
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48
万
７
千
円
以
下

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

　

住
宅
（
１
戸
）

申
込
資
格　
一
般
公
営
住
宅
の
申

込
資
格
①
③
④
に
加
え
次
の
条

件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が�����　
　
　
　
　
　
　

　

15
万
８
千
円
を
超
え

　

25
万
９
千
円
以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
向

け
住
宅
は
令
和
４
年
３
月
１

日
現
在
の
年
齢
が
35
歳
以
下

の
人
か
ら
な
る
夫
婦
で
他
に

同
居
人
が
い
な
い
こ
と
、
ま

た
は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

必
要
書
類
を
添
え
、
期
限
内

に
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
提
出

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
～
３

級
）

⑨
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手
帳

　

Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

※
身
障
者
用
住
宅
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

保
持
者
で
、
車
い
す
利
用
者

で
あ
る
こ
と
。

◆
特
定
公
共
賃
貸
住
宅（
１
戸
）

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
①
②
③
④
に
加
え
次

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

��

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て

控
除
後
の
月
額
所
得
が

　

15
万
８
千
円
を
超
え

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
。

④�

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と
。

⑤�

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※�

条
件
に
よ
り
所
得
の
上
限
が
緩

和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥�

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と
。

⑦
身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）�

⑧
精
神
障
が
い
者
（
精
神
障
害　
　

※
受
付
場
所
が
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ

ア
か
ら
、
市
役
所
３
階
（
公
園

緑
地
課
横
）
へ
変
わ
り
ま
し
た
。

◆
一
般
公
営
住
宅
（
31
戸
）

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て�

　

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

①�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）。

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）。

申
込
期
間　

　

１
月
４
日
㈫
～
14
日
㈮

抽
選
日　

１
月
22
日
㈯

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①��

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

�

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

②�

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③�

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

ま
せ
ん
。

④�

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
家
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
（w

w
w.oita-jkk.jp)

　
「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　
「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

住宅名 募集
戸数 棟 階数 入居基準

光の園

１ H １ 単身者（身障者用）

１ B ２

単身者・家族

１
F

２

１ ５

鶴見

１ A ３

１ H ５

１ I ４

竹の内
１ D ３

家族

１ F ２

向原
２

A
３

１ ４

宮園

１

Ａ

１

１ ３

１ ４

１ Ｂ ４

石垣原
１ A ３

２ B 簡二

北中
１ A ４

１ B ４

古賀口
１

C
１

１ ３

平田 １ ー １

新別府 １ A ３

緑ヶ丘 １ B ３

扇山
１ C ３

１ D １

石田 １ A ４

浜脇高層
１ ー ３

１ ー ４

真光寺（特公賃） １ ー ６

松原（特公賃） １ ー ５ 若年夫婦・
若年単身者

◆申し込みには「マイナンバー」が必要です

　市営住宅の申込みには、来た人の本人確認

と、申込者（入居者全員分）のマイナンバー

の提示が必要となります。「通知カード」か「マ

イナンバーカード」と本人確認書類を忘れず

にお持ちください。
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令和４年４月１日から
秋草葬斎場と藤ケ谷清掃センターの施設使用料の一部を変更します

　問　別杵速見地域広域市町村圏事務組合　事業第２係　☎２１－１１２６

宝くじ助成金による
コミュニティ助成事業

　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源とし、
自治意識の向上を図るためのコミュ
ニティ助成事業を行っています。

上平田町自治会コミュニティ活動備品の整備
　上平田町自治会では、コミュニティ助成金を活用して、
アンプセットやトランシーバー、パイプ椅子など多方面で
使える備品を整備し、留学生との交流会や健康づくり事業
など幅広い世代に向けた自治会活動を充実させるとともに、
高齢者の公民館活動への参加も促し、寝たきりゼロで活気
あるまちづくりを目指します。

問　自治連携課　☎２１－１１２５

区分 単位 使用料
 12 歳以上の遺体 １体 　    10,000 円  
 12 歳未満の遺体 １体 　　  6,000 円
 生後１か月未満の遺体 １体            4,000 円
 死産児 １体            4,000 円
 身体の一部及び胞衣汚物 １個            4,000 円
 改葬に伴う再火葬 １回            2,000 円
 安置室（遺体保管） １体 24 時間ごと            2,080 円

区分 重量 金額

個人が直接
搬入する

家庭系廃棄物

20 キログラムまで 100 円

20 キログラムを
超える部分

10 キログラム増すご
とに 50 円を加算

■秋草葬斎場
ご遺体の火葬については、別府市、杵築市、日出町
に住民票を有する人が、亡くなられた場合または申
請者の場合に下記の料金となります。
【新しい料金体系】

■藤ケ谷清掃センター
個人が家庭のごみを持ち込む場合の施設使用料が変
わります（事業系一般廃棄物の搬入に係る使用料に
改定はありません）。
【新しい料金体系】

債
務
者
相
談
会

（
要
予
約
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

１
月
13
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

消
費
生
活
相
談

　
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談
を
受

け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

※
祝
日
除
く
。

相
談
員　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問　

　

別
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課
内
）

　

☎
（21）
１
８
８
１

人
権
相
談（
要
予
約
）

　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種

相
談
を
電
話
や
面
接
で
お
受
け

し
ま
す
。

日
時　

月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時

　
　
　

受
付
15
時
30
分
ま
で

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申

問

　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

　

☎
（23）
６
１
６
３
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女性と人権　
～男女共同参画社会の実現のために～

　男女平等の理念は日本国憲法に明記されてい
ます。また、男女雇用機会均等法など、男女平
等を目的とする法律の整備が進められていま
す。
　しかし、「男は仕事、女は家事」のような性
別役割の押し付けや、女性を軽視する風潮、雇
用や昇進に係る不平等な取扱いがあることか
ら、男女平等の理念は実現に至っていないと言
わざるを得ません。
　また、配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ
＝ドメスティックバイオレンス）、性犯罪、ス
トーカー、職場や学校におけるセクシュアルハ
ラスメントなどについては、被害者の大半が女
性であることから、特に女性に対する人権侵害
行為になっているのが実情です。
　仕事に就く女性に対しては、マタニティハラ
スメント（妊娠や出産を理由にした、解雇・雇
い止めなどの不利益な扱いや、職場における精
神的・身体的嫌がらせなど）や、最近のコロナ
禍に関連して、特に女性が雇い止めの対象にな
りやすいことなどの問題が生じています。
　性別に関わりなく、社会参加や自己実現の機
会が保障され、存分に能力を発揮できる「男女
共同参画社会」を実現するために行うべきこと
は多数あります。
　例えば、性別役割を押し付けないことは、女
性に限らず全ての人が役割から解放されること
であり、また、誰にとっても生きやすい社会を
つくる手助けとなり得ます。
　どのような性であっても、社会参加や自己実
現の機会が保障される社会を共に築いていきま
しょう。
１月の無料人権相談�
お気軽にご相談ください。
日時　12 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
場所　市役所４階　４Ｆ－１会議室（予約優先）
問　共生社会実現・部落差別解消推進課　
　　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

１
月
28
日
㈮

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場�

所　

中
部
地
区
公
民
館

　
　
　
（
南
須
賀
）

テ
ー
マ　

女
性
の
人
権
問
題

演
題　

無
意
識
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　
　

バ
イ
ア
ス
か
ら
見
る
生

　
　

き
づ
ら
さ

講
師　
「
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ
」
代
表

　

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
防
止
フ
ァ
シ
リ

　

テ
ー
タ
ー　

青
木
理
美
さ
ん

問　

共
生
社
会
実
現
・
部
落
差

　
　

別
解
消
推
進
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

の
各
種
講
座

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

※
参
加
希
望
の
人
は
、
電
話
で

共
生
社
会
実
現
・
部
落
差
別

解
消
推
進
課
☎
（21）
１
２
９
１

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
セ
ン
タ
ー
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室

　
（
後
期
分
）

日
時　

１
月
11
日
㈫

　
　
　

10
時
～
12
時

テ
ー
マ　

節
分
の
絵
手
紙

講
師　

原
野
彰
子
さ
ん

定
員　

10
人
（
先
着
順
）

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　

１
月
26
日
㈬

　
　
　

10
時
～
12
時

テ
ー
マ　
性
的
少
数
者
の
人
権
問
題

演
題　

お
互
い
を
大
切
に
す
る

関
係
と
は
～
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
～

講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
え
ば
の
会

　
　
　

代
表　

吉
本
寛
子
さ
ん

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

日
時　

１
月
28
日
㈮

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
家
庭
支

　
　
　

援
セ
ン
タ
ー
内（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

相
談
で
き
ま
す
。

※
１
人
30
分
程
度

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

　

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

令
和
４
年
４
月
か
ら

温
泉
掘
削
の
規
制
地

域
が
変
わ
り
ま
す

　

温
泉
資
源
の
保
護
と
適
正
利

用
の
観
点
か
ら
、
温
泉
掘
削
に

関
す
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

今
回
、
平
成
30
年
度
か
ら
令

和
２
年
度
に
実
施
し
た
「
別
府

市
温
泉
資
源
量
調
査
」
の
結
果

に
基
づ
き
、特
別
保
護
地
域（
新

規
掘
削
は
不
可
、
代
替
掘
削
は

可
。）
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

・
西
部
特
別
保
護
地
域

・
南
立
石
特
別
保
護
地
域

※
詳
細
は
下
記
の

　

二
次
元
コ
ー
ド

　

か
ら
確
認
で
き

　

ま
す
。

問　

県
自
然
保
護
推
進
室

　
　
☎
０
９
７（
５
0
６
）３
０
２
５

　
　

�

県
東
部
保
健
所

　

����

☎
（67）
２
５
１
１

都
市
計
画
変
更
案

の
縦
覧

【
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
】

主
な
変
更
内
容　

　

排
水
区
域
及
び
下
水
管
渠き
ょ

の

一
部
変
更

案
の
縦
覧

期
間　

１
月
５
日
㈬
～
19
日
㈬

　
　
　

平
日
８
時
30
分
～
17
時

場
所　
都
市
計
画
課（
市
役
所
３
階
）

※
こ
れ
ら
の
案
に

　

対
し
て
縦
覧
期

　

間
中
に
意
見
書

　

を
提
出
す
る
こ

　

と
が
で
き
ま
す
。

問　
都
市
計
画
課�

☎
（21）
１
４
７
１

◀ 

詳
細
は

　

こ
ち
ら
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償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
期
限
は

 
１
月
31
日
㈪
で
す
。

償却資産
とは
　

工
場
や
商
店
を
営
ん
で
い
た
り
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
経
営
な
ど
の

事
業
を
し
て
い
る
会
社
や
個
人
が
事
業
の
た
め
に
使
っ
て
い
る
土
地
・

家
屋
以
外
の
資
産
の
こ
と
で
す
。

課税対象
　

原
則
と
し
て
耐
用
年
数
が
１
年
以
上
で
、
取
得
価
額
が
10
万
円
以
上

の
資
産
が
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
個
別
に
償
却
し
て
い
る
も
の
や
少
額
資
産
の
特
例
適
用
を
受
け
た
資
産

は
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
）

構
築
物

広
告
塔
・
門
・
駐
車
場
や
緑
化
施
設
等
の
外
構
工
事
・

屋
外
給
排
水
な
ど

機
械
・
装
置

電
気
機
械
・
印
刷
機
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
設
備
・

発
電
シ
ス
テ
ム
な
ど

船
舶

は
し
け
・
漁
船
・
遊
漁
船
な
ど

車
両
・

運
搬
具

大
型
特
殊
自
動
車

※
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
も
の
は　

除
く

工
具
・
器
具
・

備
品

医
療
器
具
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
事
務
機
・
ル
ー
ム
エ

ア
コ
ン
・
冷
蔵
庫
・
テ
レ
ビ
・
カ
ラ
オ
ケ
機
器
な
ど

申告方法及び期限
　

資
産
の
所
有
者
は
、
資
産
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
申
告
受

付
時
に
番
号
確
認
の
た
め
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
（
記
載
事
項
が
住
民
票
と
一
致
し
て
い
る
場
合
に
限
り
有
効
）
及
び

本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　

令
和
４
年
１
月
31
日
㈪

　

�

初
め
て
事
業
用
の
資
産
を
所
有
す
る
人
、
ま
た
過
去
に
申
告
漏
れ
の
あ
っ
た
事

業
者
は
、
申
告
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

申
告
・
問　

資
産
税
課
家
屋
償
却
係　

☎
（21）
１
１
２
０

�受付期間  ２月１日（火）～３月 31 日（木）（休館日除く）
 ※４月以降は市役所温泉課で対応予定です。

�受付場所  ３月 31 日（木）までは、北浜温泉受付
 ※４月以降は、市役所温泉課で受付します。

�申請方法
 北浜温泉に備え付けの「入浴回数券払戻し申請書兼受領書」に未使用の回数券を添え、
 北浜温泉受付に申請してください。
 ※「申請書兼受領書」は市ホームページからもダウンロードできます。

�持��ち��物  未使用の回数券、本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

�注意事項
 返金の対象となる「未使用の回数券」は、「申請日時点で有効期間満了前のもの」または
 「有効期間の記載のない回数券（令和２年 10 月の料金改定前に購入した券）」です。
 ※有効期間を経過した券は無効となり、返金の対象になりません。

　北浜温泉（テルマス）を令和４年３月
31 日の営業をもって廃止することに伴い、
未使用の回数券について返金します。なお、
回数券は令和４年３月 31 日の営業終了日
まで使用できますので、　ぜひ最後までご
利用ください。

問　温泉課　☎２１－１１２９

北浜温泉（テルマス）未使用回数券の返金手続を行います
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　　　　　　　　　　　　　　　　１月生まれ　　〈 〉内は誕生日です

《すくすく１さい応募要項》 ２月号締切１月７日 ( 金 ) 写真の裏に住所・氏名( ふりがな )・性別・生年月日・電話番号

を記入して、秘書広報課まで（郵送・Ｅメールで応募する場合は事前にご連絡を）期限厳守でお願いします。
※このページはウェブ版市報にも掲載します。

【〒 874-8511 別府市秘書広報課　☎ 21-1111 内線 2233、2234　 sec-ma@ci ty .beppu . lg . j p】

竹林　いろ　ちゃん
（新港町）〈３日〉

滝上　真
しんぺい
平　くん

（石垣東６丁目）〈11 日〉

甲斐　栞
か ん な
和　ちゃん

（大畑）〈26 日〉
小野　姫

き ら ら
麗　ちゃん

（浜町）〈31 日〉
山崎　晴

はると
翔　くん

（火売）〈29 日〉

権藤　汰
た つ る
弦　くん

（石垣西４丁目）〈１日〉
福良　悠

ゆ あ
杏　ちゃん

（北中）〈20 日〉

　　　市指定ごみ袋（可燃）広告
指定ごみ袋可燃物用（大）に広告を掲載しませんか。
募集期間　１月４日（火）～２月28日（月）
募集枠数　２枠（１枠：縦200㎜×横250㎜）
掲 載 料　１枠につき15万円（税込）
掲載期間　令和４年９月～令和５年８月の約１年間製造分（予定）
※詳細は市ホームページの「別府市指定ごみ袋広告
　募集」のページをご覧ください（１月４日～）▶
申 問　生活環境課　☎２１－１１３４

マイナンバーカードの申請サポート

可燃（もやす）ごみ袋

広告 広告

別府市指定ごみ袋
200
mm

250mm

700
mm

650mm

◀
掲
載
イ
メ
ー
ジ

募集

　【時間外窓口】《市役所グランドフロア》
　夜間　１月13日（木）・18日（火）…19時まで
　休日　１月８日（土）・23日（日）…９時～12時

【マイナンバーカードの申請】
持ち物
・ＱＲコード付き交付申請書（または通知カード）
・本人確認書類（運転免許証や健康保険証）
問　申請サポートに関すること　
　　 情報政策課　☎７５－８５２１
　　（平日８時30分～17時）
　　マイナンバー制度全般に関すること
　　マイナンバー総合フリーダイヤル　
　　☎０１２０－９５－０１７８
　　（平日９時30分～20時、土日祝９時30分～17時30分）

申請をサポートする窓口を開設しています。

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

マイナポイント事業第２弾が
開始予定です

申請サポートやカード受け取り窓口が
混み合うことが予想されますので、

マイナンバーカードの
申請はお早めに。

※事業の開始時期や詳細は未定です。
（令和３年12月１日現在）
※マイナンバーカードは、申請から受け取り
　までに約２か月かかります。


